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野　口　史　温

人は働くことで生計を立て，人生の多くの時間を職場で過ごしている。国の社会や経済はこのような人々
の労働によって支えられている。そのような状況の中で，令和 3 年における労働災害による死亡者数は
867 人，休業４日以上の死傷者数は 149,918 人であった。

人の生命と健康はかけがえのないものであり，どのような社会であっても，働くことで生命が脅かされ
たり，健康が損なわれたりするようなことは，本来あってはならない。このような考え方の下，厚生労働
省では，働く人の安全と健康を守るための取組を進めている。

本稿では，労働災害の現状及び厚生労働省における労働災害防止のための取組とその展望について紹介
する。
キーワード：  労働災害，SAFE コンソーシアム，あんぜんプロジェクト，労働災害防止計画

1．はじめに

これまで，事業場においては，労使が協調して，労
働災害防止に向け，たゆまぬ取組を展開してきた。こ
の努力により死亡者数は減少傾向が続いており，労働
安全衛生法が施行されてから今日までの約半世紀の期

間で死亡災害は約 5 分の 1 まで減少した。しかし，休
業 4 日以上の死傷災害については，長期的には減少傾
向にあるものの，近年は，就業人口の高齢化や，転倒
や腰痛といった，労働者の作業行動に起因する労働災
害が顕著に増加していること等を背景に，災害件数が
増加傾向にある（図─ 1）。

あんぜんプロジェクト「見える安全活動コンクール」と 
厚生労働省における労働災害防止に向けた今後の取組

行政情報

特集＞＞＞　エネルギー，エネルギー施設

特別寄稿

図─ 1　労働災害による死亡者数，死傷者数の推移
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近年の労働災害発生件数の業種別の数値を見ると，
製造業や建設業では概ね減少傾向にある一方，陸上貨
物運送事業や小売業，社会福祉施設，飲食店などでは
増加が続いている。特に社会福祉施設については，こ
こ 10 年ほどで 2 倍以上に増加している。令和 3 年の
全業種の休業 4 日以上の死傷災者数は，平成 10 年以
降最多の 149,918 人となっている。さらに，死亡災害
も 867 人と増加に転じるなど，予断を許さない状況に
ある。

このような状況において労働災害を減少させるため
には，働く高齢者の増加等の就業構造の変化や新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化
等に対応し，将来を見据えた持続可能な安全管理を継
続して実施していくことにより，全ての労働者が安心し
て安全に働くことのできる職場の実現が求められる。

2．第 13次労働災害防止計画

厚生労働省では，平成 29 年の労働災害発生状況を
基準に，平成 30 年～令和 4 年の 5 年間を取組期間と
して，第 13 次労働災害防止計画（13 次防）を定めて
いる。「労働災害防止計画」は，労働災害防止のため
の主要な対策に関する事項等を定めた計画で，労働政

策審議会の意見をきいて厚生労働大臣が策定するもの
である。

13 次防においては，全業種における労働災害件数
の目標と重点業種の目標を定めており，全業種では死
亡者数を令和4年で831人以下（平成29年比15％減），
休業 4 日以上の死傷者数を 114,437 人以下（平成 29
年比 5％減）としている。重点業種の目標は，建設業，
製造業及び林業において死亡者数を平成 29 年比 15％
減少，陸上貨物運送事業，小売業，社会福祉施設及び
飲食店において死傷年千人率※を 5％減少することと
している。

令和 3 年の労働災害発生状況は先述のとおり（死亡
者数 867 人，死傷者数 149,918 人）で，今年度，13 次
防の最終年度を迎えているところであるが，死亡災害
については概ね目標の達成に向かっているのに対し，
死傷災害は，災害を減少させるとの目標に対して，第
三次産業の災害増加等の影響で増加傾向にある（図─
2）。重点業種別に見ても，死亡災害の減少を目標と
している建設業，製造業及び林業については，目標の
達成が十分に目指せる状況にあるが，死傷年千人率の
減少を目標としている陸上貨物運送事業，小売業，社
会福祉施設及び飲食店においては，平成 29 年よりも
その数字が大きくなっている状況である（図─ 3）。

図─２　13次防取組期間における労働災害による死亡者数，死傷者数の推移

※：
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3．あんぜんプロジェクト

厚生労働省では，労働災害防止の取組を推進するた
め，職場の安全衛生に関する情報の周知，意識の啓発
を目的として，平成 23 年度から「職場のあんぜんサ
イト」を運営しており，そのホームページにおいて，
労働災害発生状況の公表，労働災害事例やヒヤリハッ
ト事例の公表など，労使双方における労働災害防止に
向けた取組のヒントとなる情報を公表している。

さらに，職場のあんぜんサイトの事業の中で，「あ
んぜんプロジェクト」を運営している。あんぜんプロ
ジェクトでは，各事業場等の安全活動の状況，労働災
害の発生状況などの安全情報をホームページで公開す
る等，職場の安全に積極的に取り組んでいる事業場・
企業又は企業グループをあんぜんプロジェクトメン
バーとして迎え，厚生労働省とともに働く人の安全に
関する取組を推進している。メンバーとなった事業場
等は，あんぜんプロジェクト公式ロゴマーク（図─ 4）
の名刺への掲載等，あんぜんプロジェクトのメンバー
として，安全対策に積極的に取り組んでいる事業場や
企業であることを広く世の中にアピールすることがで
きる。あんぜんプロジェクトは，平成 23 年度に開設
されてから，令和 4 年度で 12 年目を迎え，初年度は
33 事業場等であったメンバーが，現在は 1,000 を超え
る事業場等まで拡大し，現在も建設業や製造業を筆頭
にメンバーは増加している。

4．「見える」安全活動コンクール

あんぜんプロジェクトの活動の一環として，「見え
る安全活動コンクール」を毎年度実施している。この
コンクールでは，各事業場における労働災害防止のた
めの取組のうち，危険性，有害性，その他情報の可視
化を行った事例を募集し，一般の方の投票と有識者の
審査により，優良事例を決定することで，事業場等の
安全活動の「見える化」への取組を活性化することを
目的としている。令和 3 年度から 9 つの分類で「見え
る化」の取組事例を募集しており，令和 4 年度も同様
の分類で 9 月 30 日まで事例の募集を行った。
「見える化」の 9 つの分類は，以下のとおりである。

①転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」
② 高年齢労働者の特性等に配慮した労働災害防止の
「見える化」

③ナッジを活用した「見える化」
④ 外国人労働者，非正規雇用労働者の労働災害を防止

するための「見える化」
⑤熱中症を予防するための「見える化」
⑥メンタルヘルス不調を予防するための「見える化」
⑦化学物質による危険有害性の「見える化」
⑧通勤，仕事中の健康づくりや運動の「見える化」

図─３　13次防の重点業種の目標と直近の実績

図─４　あんぜんプロジェクトロゴマーク
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⑨その他の危険有害性情報の「見える化」
毎年，300 件から 800 件ほどの応募があり，応募作

品や優良事例については本コンクールホームページに
掲載し，事例の水平展開を行っている。このコンクー
ルは，各事業場において実行可能な効果的な取組を知
るきっかけとなり，各事業場等における労働災害防止
の取組につながっている。

以下 3 点，過去の優良事例に選出された取組事例を
紹介する（図─ 5）。

（1）ナッジを活用した「見える化」
ナッジを活用した「見える化」は，令和 3 年度のコ

ンクールから新たに新設された分類で，「ナッジ」と
は，行動科学の知見に基づく工夫や仕組みによって，
人々がより望ましい行動を自発的に選択するよう手助
けする手法である。

本事例は，段ボールで梱包している缶（充填量
18 kg）の持ち運びの際，側面を持って運ぶときに手
を滑らせて足に落下する可能性があったものを段ボー
ル上部に缶の持ち手が出るように改良し，持ち上げる
際に自ずと缶の持ち手部分を使用するように改良した
事例である。缶の落下による労働災害の防止に加え，
製品の破損等を予防することにも効果的な事例である
といえる（図─ 6）。

（2）転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」
昨今，転倒による労働災害件数は増加の一途を辿っ

ており，対策が急務となっている。転倒災害を防止す
るための「見える化」は，業種を問わず発生する転倒
による労働災害を防止するための事例である。

本事例は，段差部分にその高低差が分かるよう表示
を行ったもので，高さの表示により，段差の高低差に
合致しないスロープの使用がなくなり，段差付近での
転倒防止につながっている事例である（図─ 7）。

図─５　見える安全活動コンクール

図─６　事例１

図─７　事例２
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（3）その他の危険有害性情報の「見える化」
技術の進歩により，ウェアラブルカメラやドロー

ン，BIM ※など施工性や品質に寄与する技術が増えて
いるが，そのような技術を活用することで労働災害防
止にも取り組むことが可能である。

本事例は，重機のアームにカメラを設置し，運転席
からは見えない箇所をモニターに映し出すことで，重
機災害の防止を図っている（図─ 8）。本事例の他に
も，BIM による工事着工前の安全パトロールなど，
技術を活用した事例が多く寄せられている。

5． あんぜんプロジェクトの今後の展望
（SAFEコンソーシアム）

労働災害の発生件数が増加に転じる以前の労働災害
の傾向としては，墜落・転落やはさまれ・巻き込まれ
といった，建設業，製造業での災害の割合が大きかっ
た。しかし，今日の労働災害は，冒頭にも述べたとお
り，転倒や腰痛といった，労働者の作業行動に起因す
るものが顕著に増加しており，それらを要因として，
労働災害全体の件数が再び増加に転じている。このよ
うな状況の中で，職場の安全衛生に係る取組は更なる
推進が求められている。

厚生労働省では，「従業員の幸せのための Safer 
Action  for Employees（SAFE）コンソーシアム」を
新たに立ち上げ，これまで安全衛生に関わりの少な
かった業種を巻き込みながら，労働災害の防止に係る
取組のより一層の推進を図る。SAFE コンソーシアム
は，企業・労働者への取組の動機付けと行動変容を促
し，幅広い関係者による自主的な取組の促進を目的と
して，労働災害に関する協議や取組事例の共有，事業
連携による新たな取組の創出を促すシンポジウムの開
催，優良事例の表彰（アワード）等を行っていく（図
─ 9）。

※ �BIM＝「Building� Information�Modelling」の略称で，コンピュータ上に作成した３次元の形状情報に加え，室等の名称・面積，材料・部材の仕様・性能，
仕上げ等，建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築すること。

図─８　事例３

図─９　SAFEコンソーシアム
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この SAFE コンソーシアムの設立に伴って，あん
ぜんプロジェクトは新たなフェーズへと進展し，あん
ぜんプロジェクトメンバーは，これまでも安全衛生の
取組を進めてきた先進メンバーとして，SAFE コン
ソーシアムへ移行することとなる。

今後，厚生労働省は，あんぜんプロジェクトメンバー
の協力を得ながら，SAFE コンソーシアムメンバーと
ともに労働者の安全衛生対策のより一層の推進を図っ
ていく。

6．おわりに

労働者の安全衛生対策の推進は，災害が生じた場合
の労働損失等（図─ 10）を考慮すれば，企業の経営

にも大きく影響するといえるほか，企業内の問題に留
まらず，取引先や社会からの要請としてその実施が求
められつつある。例えば，休業見込み日数のみを積算
したとしても全産業で約 1,200 万日の休業見込み（試
算）となる。これは，年間（240 日）約 5 万人の労働
が失われたことに相当し，約 46 億ドル（約 4,820 億円）
の損失に相当する。実際は，これら生産能力の喪失に
よる損失のみならず，訴訟，物損等の補填や企業イメー
ジ低下等による損失も加わると考えられる。このよう
な間接的な損失も含めると 1 つの災害で，数千万円か
ら 1 億円程度の損失があるという研究結果もある（図
─ 11）。

令和 5 年に新たに策定される第 14 次労働災害防止
計画やあんぜんプロジェクトメンバーも参加する
SAFE コンソーシアムなど幅広い施策により，厚生労
働省では今後も労働災害の防止，労働者の安全衛生対
策の推進を図っていく。

 

図─ 10　労働災害による損失

図─ 11　個別災害の労働災害損失に係る研究例
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